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 のトップ

へ 

2 外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

制度
せ い ど

とは 

2-1 制度
せ い ど

概要
がいよう

 

これまで外国人
がいこくじん

の住居地登録
じゅうきょちとうろく

は外国人登録
がいこくじんとうろく

により 行
おこな

われてきましたが、 2012 年
ねん

7 月
がつ

9 日
ここのか

に

外国人登録法
がいこくじんとうろくほう

が廃止及
はいしおよ

び住 民
じゅうみん

基本
きほん

台帳 法
だいちょうほう

が改正
かいせい

され、日本人
にほんじん

と同
おな

じように住民基本台帳
じゅうみんきほんだいちょう

に記載
きさい

され

ることになりました。 

これにより、外国人
がいこくじん

住 民
じゅうみん

にも住 民 票
じゅうみんひょう

が作成
さくせい

されることとなり、役所
やくしょ

における手
て

続
つづ

きが簡単
かんたん

になります。 

 

主
おも

な変更点
へんこうてん

は次
つぎ

のとおりです。 

○ 日本人
にほんじん

と外国人
がいこくじん

とで構成
こうせい

される世帯
せたい

の全員
ぜんいん

が記載
きさい

された証明書
しょうめいしょ

（ 住 民 票
じゅうみんひょう

の写
うつ

しなど）の発行
はっこう

が可能
かのう

になります。 

○ 住所
じゅうしょ

変更
へんこう

の届出
とどけで

により、同時
どうじ

に国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

などの届出
とどけで

があったとみなされます。 

○ 在 留
ざいりゅう

資格
しか く

や在 留
ざいりゅう

期間
きかん

の変更
へんこう

について、従 来
じゅうらい

、入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

と市町村
しちょうそん

の両方
りょうほう

に必要
ひつよう

だった届出
とどけで

が、

入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

のみへの 届
とどけ

出
で

で済
す

みます。 

○ 転 入
てんにゅう

の届出
とどけで

、転居
てんきょ

の届出
とどけで

など住 民
じゅうみん

基本
きほん

台 帳 法 上
だいちょうほうじょう

の手
て

続
つづ

きを代理人
だいりにん

へ委任
いにん

することができます。 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/a/index.html

